
 

 

別紙４ 

 

障がい者居宅介護従業者基礎研修科目免除一覧 

対象者 項目番号・項目名 

(1)障がい者支援施設等の生活支援員など介護等

の実務経験を有する者 

（介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護

等の業務について、従業期間 365 日以上かつ

従事日数 180日以上の者） 

①サービス提供の基本的視点 (３時間) 

②障がい者（児）福祉の制度とサービス  

(１時間) 

③高齢者福祉の制度とサービス (１時間) 

⑦サービス利用者の理解 (１時間) 

⑩家事援助の方法 (４時間) 

⑪医学の基礎知識 (３時間) 

⑫心理面への援助方法 (２時間) 

⑭共感的理解と基本的態度の形成 (４時間) 

⑮介護技術入門 (10時間) 

(A)居宅介護サービス同行訪問 (４時間) 

(B)在宅サービス提供現場見学 (４時間) 

(2)外出介護(移動介護)従業者養成研修修了者 

（視覚障害者・全身性障害者・知的障害者） 

（移動支援従業者養成研修は含まない。） 

③高齢者福祉の制度とサービス (１時間) 

⑤居宅介護サービス概論 (１時間) 

(3)日常生活支援従業者養成研修修了者 

（重度訪問介護従業者養成研修は含まない。） 
⑤居宅介護サービス概論 (１時間) 

 


